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一
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き

治も

i
b
U
H
M
E
1ド
f
y
M川主引一
E
d
a
A
E
引
上
つ
づ

T
F
L
-
f抗
山
川
-
-
z
t
Z
亡

上

二

亡

れ

と

J
u
u

コ
1

t

d

:

R

J

t

F

Z

d

コj
y
v日
土

J
1
1
+昨

6
2
B
E
1
H
c
f
r
l
J
E
j
H
V
3，外
1
6
月
別
コ

cdlψ
配
!
?
ド
U
E
M
t
e
'
1
7
J
i
j
t
J
7

，十ー

1
1
7
ρ
t
n
w
F
U
五
二
f

j

h

必
し
も
と
の
仰
統
的
な
財
政
墜
の
閥
系
の
内
に
と
Y
ま
っ
て

僻
統
的
左
問
題
に
ば
か
打
倒
執
し
て
ゐ
る
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

何
故
と
一
五
ふ
に
ド
イ
ツ
の
祉
舎
が
十
九
世
紀
に
入
っ
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
る
と
同
時
に
、

と
の
財
政
製
の
停
統
的
友
関
系
か
ち

見
れ
ば
恐
ら
く
異
端
脱
さ
れ
心
ば
な
ら
た
い
株
た
問
題
が
山
県
者
の
面
前
に
解
決
を
せ
ま
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
枇
'
命
日

主
義
で
あ
り
、
他
は
市
民
的
経
済
製
で
あ
っ
た
。

い
ま
市
民
的
粧
持
率
、
殊
に
財
政
問
宇
に
嗣
係
の
深
い
租
税
特
ー
嫁
論
を
見
ょ
う
。
も

し
租
税
特
嫁
の
問
題
を
市
民
的
経
桝
療
に
同
布
及
方
法
で
考
察
し
た
と
す
れ
ば
、
北
ハ
は
恐
ら
く
ド
イ
ツ
財
政
撃
の
停
統
的
友
慌
系
を

破
壊
す
る
様
左
結
果
を
招
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
け
だ
し
市
民
的
経
済
事
は
図
家
の
政
治
日
的
や
行
政
行
篤
か
ら
一
一
舷
雛
れ

τ
、
資

本
主
義
枇
舎
の
必
然
的
友
運
動
を
徹
底
一
的
に
究
め
る
と
云
っ
た
様
左
態
度
を
要
求
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
ド
イ
ツ
財
政
事

の
伺
統
的
た
健
系
の
範
闘
で
は
到
底
不
可
能
訟
と
と
で
る
っ
た
。
首
時
の
財
政
撃
者
は
一
般
に
穏
健
左
折
家
主
義
者
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
首
時
の
ド
イ
ツ
の
墜
風
が
一
般
に
さ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
財
政
製
者
も
亦
樽
嫁
論
を
彼
等
に
比
較
的
縁
遠
い
外
来
の
劃
拡
・
と
し

て
批
判
し
、
僻
統
的
問
題
に
ふ
さ
は
し
い
様
に
修
正
し
、
然
る
後
こ
れ
を
財
政
事
健
釆
の
中
に
と
り
入
れ
た
の
で
る
っ
た
。

こ
れ
は

Meise1. Geschichte der deutsch.en F. w. im 19 J3hrb. (1-[， 1. d. F 京 I.)S 
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そ
の
首
時
締
嫁
論
を
一
専
門
的
に
取
扱
っ
た
7

7

ル
ク

や
カ
イ
、ソ

ノレ

σ〉
3手
作
IC 
見
ら
h 
る
態
g主
で
あ
る

ね
は
本
稿
で
た
づ
ド
イ
ツ
財
政
惑
の
侍
統
的
措
系
の
内
部
で
租
税
特
嫁
論
が
如
何
な
る
地
位
を
剖
り
る
て
ら
れ
た
か
と
一
五
ふ
馳
を

与
察
し
よ
う
。

そ
れ
と
共
に
ま
た
濁
逸
財
政
壌
に
於
け
る
持
嫁
論
の
取
り
扱
び
ぶ
は
市
民
的
経
済
問
甲
に
於
け
る
そ
れ
と
如
何
な
る
貼

で
相
違
し
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
も
述
べ
た
い
と
忠
ふ
。

=
、
ド

4
ツ
財
政
撃
の
韓
系
に
於
け
る
輔
螺
論
の
地
位

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
階
級
の
影
響
の
干
に
成
長
し
た
市
民
的
経
済
惑
は
財
政
上
の
問
題
、
殊
に
租
税
問
題
を
問
、
〈
約
済

11'，] 
.~\g 

正
h
i
川
川
出
羽
と
し
て
4

閣
議
し
た
円
台
あ
る
が

F
イ
ツ
わ
目
見
出
町
子
ご
こ
れ
に
交
じ

J

二
日
快
と
た
山
中
η
間
山
向
ご
あ
っ

t
川

l
f
 

拝
廿
れ
M

問
題
は
元
よ
り
他
の
如
何
た
る
問
題
も
と
の
串
間
の
前
提
た
る
ド
イ
ツ
闘
家
の
日
的
と
行
筋
を
離
れ
て
容
観
的
に
理
解
す
る
能
力
は

な
か
っ
た
。

と
の
カ
メ
ラ
リ
ズ
ム
の
体
統
が
向
十
九
世
紀
の
鮒
逃
財
政
皐
を
強
く
支
配
し
で
ゐ
た
と
一
五
ふ
と
と
は
か
の

シ
ェ
グ
イ
ン

が
市
民
的
経
済
曜
に
よ
っ
て
全
く
経
済
問
題
と
な
り
ジ
ャ

l
ナ
リ
.
ス
ム
と
化
し
た

(
シ
ユ
タ
イ
シ
は
こ
れ
を
呼
ん
で

wd

宅、
。
}
r
z語
、
町

Fan-whHP

EM何

回

J

ニ
w
F
E
E
t
と
云
山
)
財
政
事
を
丙
ぴ
ユ
ス
ヂ
や
ゾ
ン
ネ
ェ
ン
7

ェ
ル
ス
の
停
統
に
従
勺
て

一
個
の
闘
家
皐
或
は
行
政
皐
と
し
て

確
ま
し
ょ
う
と
し
た
事
か
ら

ε弘
知
る
こ
止
が
州
市
市
ょ
う
。

か
う
い
ふ
性
格
を
持
っ
た
ド
イ
ツ
の
財
政
事
が
英
怖
の
市
民
的
租
税
同

仙
時
論
を
そ
の
ま
、
輸
入
す
る
場
合
、
共
の
閥
系
の
重
要
万
部
分
を
山
め
て
ゐ
る
ド
イ
ツ
的
友
要
素
と
直
に
矛
盾
す
る
で
あ
ら
う
し
、

ま
た
共
故
に
ド
イ
ツ
的
危
修
百
を
加
へ
ね
ば
左
ら
友
い
で
あ
ら
う
。

、

什
々
は
光
づ
ド
イ
ツ
財
政
阜
の
中
に
財
務
行
政
に
闘
す
る
多
く
の
記
述
を
見
る
で
あ
ら
う
。
共
は
殊
に
租
般
に
閲
し
て
・
一
一
一
同
ふ

担
問
題
財
政
田
市
と
租
院
特
線
九
訓

第
二
競

第
四
十
四
山
官

O 
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濁
逸
財
政
隼
と
租
税
韓
嫁
論

第
四
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四
巻

Q 

第

競

---

-
な
ら
ば
、
租
税
の
賦
課
徴
牧
の
技
術
や
と
れ
に
闘
す
る
法
律
、
個
々
の
租
税
の
構
造
、
同
税
、
地
方
税
の
関
係
、

及
び
こ
れ
ら
の
租

税
を
組
合
せ
て
租
税
関
系
を
構
成
す
る
方
法
等
に
闘
す
る
詳
細
な
記
述
で
る
り
、
ま
た
こ
れ
ら
一

k

の
事
項
に
つ
い
て
立
法
者
や
税

務
首
局
の
よ
る
べ
き
準
則
に
閲
す
る
説
明
で
あ
る
。

と
れ
は
云
ふ
ま
で
も
た
く
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
財
政
皐
が
う
け
〈
つ
い
だ
カ
メ
ラ

リ
ズ
ム
の
遺
産
で
あ
る
。

カ
メ
-
プ
リ
ズ
ム
は
ド
イ
ツ
の
内
部
に
分
裂
し
て
ゐ
る
小
岡
家
の
中
で
成
育
し
和
仏
製
問
で
あ
っ
て
、
共
の
問

同
岨
は
唯
家
長
的
閣
z

次
や
君
主
の
経
済
生
活
を
如
何
に
経
皆
す
べ
き
か
と
え
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

と
の
小
規
模
の
経
済
生
活
に
閲

l
l
i
:
;ー

!
f
c〉

F
ミ

:
j
m
》
日

b

t
「

;

:

寸
ξ
矧
議
目
泊
'
司
σLff
出
持
率
一
rEι

訂
正
守
旧
民

J
9
2
E諸
問

T
C
4
E
L
T

)
:
:
}
W
L
U
1
同
丸
山
一
工
弘
、

t
k
t
凹可」
L
〉
円
ベ

l
Z山
w

わ

νと
こ

丈

一

〉

仁

通

4
2
J
I
釦

wt匝
昌
一
寸
」
一

i
J
E
f出
可
一
配
干
同
寸
1
ι
H
吋トー回一一、
L

，ぬ
tu

っ
た
。
か
や
ろ
た
性
格
を
持
つ
カ
メ
-
プ
リ
ズ
ム
が
市
民
的
経
消
息
従
っ
て
え
蒋
嫁
論
1
1
i
共
は
行
政
的
、
警
察
的
見
地
か
ら
解
放
さ

れ
た
自
由
左
闘
際
経
済
や
岡
氏
経
済
を
前
提
と
し
て
組
立
ら
れ
た
迎
論
で
あ
る
ー
ー
を
そ
の
固
有
の
形
で
受
入
れ
る
こ
と
が
出
来
佐

か
っ
た
の
は
骨
同
然
で
る
ら
う
。
カ
メ
ラ
リ
ズ
ム
の
遺
産
を
継
承
し
た
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
財
政
皐
が
市
民
的
経
済
事
の
筏
に
租
税
問

題
を
園
家
の
政
治
目
的
や
行
政
的
見
地
か
ら
離
れ
た
純
粋
友
経
済
問
題
、
祉
合
同
問
題
と
し
て
理
解
出
来
友
か
っ
た
の
は
か
ろ
い
つ
売

迎
由
に
基
い
て
ゐ
る
。

か
く
し
て
ド
イ
ツ
財
政
撃
の
問
題
は
先
づ
立
法
者
や
税
務
首
局
の
よ
る
べ
き
原
則

Ec--Z)
で
あ
っ
て
、
岡
家
経
済
そ
の
も
の
を

制
約
し
て
ゐ
る
資
本
主
義
社
舎
の
法
則

(
C
2
2
と
で
は
な
か
っ
た
。
例
へ
ば
わ
れ
/
¥
は
ア
ル
ド
7

・
ワ
グ
ナ

1
の
所
謂
「
課
税
の
最

高
原
則
」
に
こ
の
賓
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
彼
は
租
税
鰻
系
を
構
成
寸
る
際
に
留
意
す
べ
き
原
則
と
し
て
、
財
政
牧
入
の
原

則
、
国
民
経
済
の
原
則
、

正
義
或
は
公
平
た
租
税
分
配
の
原
則
、
税
務
行
政
の
原
則
の
四
つ
を
奉
げ
て
ゐ
る
。

い
ま
我
々
の
問
題
で

あ
る
租
税
縛
嫁
は
国
民
経
済
の
原
則
中
の
「
租
税
一
般
及
び
特
殊
の
租
税
の
納
税
者
に
及
ぼ
す
作
用
を
顧
慮
し
て
行
ふ
べ
き
税
種
の

Y gl. Teschmacher， <1. a. O. S" 424 
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選
回
押
」
と
云
ふ
一
項
目
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
o
ワ
グ
ナ
ー
に
よ
る
と
玄
法
斉
は
負
婚
の
分
配
を
流
通
経
済
の
作
用
に
放
任
ぜ
令
、

体
嫁
に
よ
っ
て
起
る
租
役
負
携
の
移
動
や
そ
の
志
向
を
出
来
る
隈
り
利
率
的
に
究
明
し
て
と
れ
に
鷹
や
る
合
理
的
税
穫
を
選
ば
ね
ば

友
ら
ぬ
。

乙
れ
宇
一
彼
は
合
理
的
租
役
政
策

と
呼
ん
で
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
に
よ
れ
ば
現
賓
の
租
税
政

(『包一三

dσ=2
∞hsd告白百
3

一Er)

策
を
行
ふ
際
に
は
租
徐
原
則
の
一
つ
の
み
を
与
慮
し
て
ゐ
て
は
不
定
分
で
、
租
役
の
樽
嫁
の
他
に
或
時
は
財
政
牧
入
上
の
要
求
を
決

時
は
疋
義
の
原
則
邸
ち
社
合
政
策
上
の
要
求
を
考
慮
し
怠
け
れ
ば
左
ら
ぬ
。
即
ち
こ
の
場
合
に
は
租
税
体
嫁
の
科
率
的
研
究
や
そ
れ

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
五
一
柵
は
現
賓
の
要
求
に
針
し
て
妥
協
し
怠
け
れ
ば
友
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
風
に
ワ
グ
ナ
1
は
悼
嫁
論
の

経
済
原
論
と
し
て
の
佼
値
を
徐
り
評
慌
し
な
い
ひ
現
役
憾
系
を
構
成
す
る
際
に
た
ま
/
¥
四
同
意
す
ぺ
き
一
個
の
「
見
地
」
や
「
原
則
」
と

し
て
の
段
議
し
か
泌
め
注
か
っ
た
。

克
に
ま
た
燭
逸
の
財
政
事
担
内
は
樽
嫁
に
闘
す
る
経
済
問
題
を
し
ば
/

1
諜
槍
技
術
上
の
問
題
に
置
き
か
へ
た
。
例
へ
ば
プ
ィ
ジ
ホ

ク
ラ

l
ト
や
英
閥
古
典
準
波
の
動
嫁
諭
で
は
「
租
税
は
如
何
な
る
鞠
嫁
過
程
を
通
じ
て
純
所
得
(
純
生
産
物
)
に
腕
着
す
る
か
」
と
云
ふ

こ
と
が
重
要
夜
間
問
団
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
ラ
ウ
以
前
の
ド
イ
ツ
財
政
壌
に
於
て
は
「
(
税
務
営
局
は
)
如
何
に

L
で
純
所
得
を
資
本
や

uv 

コ
ス
ト
か
ら
偏
別
し
て
こ
れ
に
謀
役
す
る
か
」
と
・
ぷ
ふ
問
題
に
鑓
化
し
て
ゐ
る
。
組
叫
悦
が
資
本
で
は
な
し
に
利
潤
か
ら
支
出
抑
は
れ
る

と
云
ふ
出
典
汲
の
命
題
は
課
税
技
術
上
の
問
題
や
立
法
上
の
要
求
で
は
な
〈
、

支
配
し
て
ゐ
る
混
り
一
般
に
作
用
す
る
法
則
で
あ
る
が

J
V

燭
逸
の
財
政
襲
庁
は
が
h

る
経
済
法
則
を
迎
解
す
る
上
り
も
、
右
づ
自
ら

リ
カ
ル
ド
が
一
三
日
ふ
様
に
資
本
譜
肢
の
要
求
が
符
人
を

純
所
得
に
課
税
す
る
方
法
を
問
頓
と
し
た
。
耐
も
租
叫
叫
が
純
所
得
に
蹄
着
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
も
と
よ
り
資
本
主
義
的
な
合
創
性

を
そ
な
へ
た
経
済
人
を
前
提
と
し
て
の
理
織
で
あ
っ
て
、
個
々
の
具
緯
的
左
租
般
に
つ
い
て
は
必
し
も
信
貨
で
は
左
い
。
成
は
ま
た

縄
逸
財
政
事
と
租
悦
障
嫁
論

O 

策

競

一

策
四
十
四
巻
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縞
迩
財
政
撃
と
租
税
韓
嫁
論

第
四
十
回
巻

C 
囚

~. R宅島

競

四

平
均
利
潤
の
法
則
に
基
い
て
資
本
が
自
由
に
運
動
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
純
所
得
に
課
せ
ら
れ
た
不
公
一
ゃ
な
租
税
が
互
に
均
等
に
な

る
と
云
ふ
説
も
、
具
倒
的
友
租
税
政
策
に
際
し
で
は
、
山
早
友
る
可
能
性
を
示
す
の
み
で
、
何
佐
一
寸
確
賞
品
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
は
友
ら
な
い

で
あ
ら
う
。
斯
様
左
理
論
に
信
頼
し
て
、
不
公
平
な
租
税
の
匡
正
を
斡
嫁
作
川
に
放
任
す
る
こ
と
は
頗
る
寅
際
的
な
性
絡
を
持
つ
ド
イ

ツ
の
財
政
壊
者
に
と
っ
て
一
種
の

ス
ベ
キ
コ
レ

l

シ
ヨ
ン
に
も
等
し
い
と
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
次
の
様
窓
枠
嫁
に
封
ず
る
懐
疑
論

p
b
一
佐
山
田
主

h

吋コ
5

5
二
L
F
口、

b
5
0
「
こ
円
ノ
山
丈
問
「
車

1示
品
川
J

t

H
恥

f
I
A
V
E
-
t
J
Eー
が

い

(
U
J
H〆叶
4
l
p
-
H
¥
主

h
フ
亡
住

L
K且
Yピ
J
L
L
E
こ
L
-
ド
工
ハ
ヘ
ノ
こ
、

t
I
d
v

一日

l
J
4
i
f
J
7
〈

ピ

M
i
y
k
u
l

t
p
b
世

E
同
型
'
よ

J

F
」

一一H
]
4
1
』
J
d
l
v

ゐ
る
様
で
る
る
。
而
も
寅
際
の
租
税
政
策
上
そ
れ
(
陣
嫁
論
)
に
考
慮
を
ば
ら
ふ
と
一
五
ふ
時
に
は
、
到
底
採
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

程
、
持
嫁
に
闘
す
る
意
見
は
同
k

で
あ
る
O
L
但
し
と
れ
は
軍
な
る
賓
別
主
義
的
見
地
に
基
く
議
l-

酬
に
過
ぎ
た
い
で
あ
ら
う
。

併
し
ド
イ
ツ
の
財
政
事
者
は
多
か
れ
少
か
れ
一
般
に
斯
桜
な
賓
際
家
的
性
絡
を
そ
な
へ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
古
典
聞
字
減
の
松
に
分
配

論
や
偵
格
論
の
延
長
と
し
て
特
嫁
A

酬
を
取
扱
は
や
に
、

と
れ
h
T

寅
際
の
租
枕
政
策
や
現
貨
に
右
在
す
る
租
税
に
結
び
つ
け
て
考
へ
た

の
で
る
る
。
従
っ
て
ま
た
彼
等
は
古
典
製
派
の
様
に
、
所
仰
の
経
済
的
性
質
に
従
っ
て
地
代
税
、
利
潤
税
・
持
銀
税
等
々
を
分
ち
、

そ
れ
ら
の
所
符
の
分
配
に
闘
す
る
法
則
か
ら
個
々
の
租
税
の
特
嫁
法
則
を
導
き
出
す
と
-
お
っ
た
様
な
抽
象
的
方
法
に
渦
足
す
る
こ
と

が
出
来
た
か
っ

h
o
か
ゃ
う
た
方
法
は
ワ
グ
ナ
ー
が
云
ふ
松
に
殆
ど
租
税
政
策
上
の
寅
際
的
方
要
求
を
満
た
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
地
代
、
土
地
、
資
本
川
谷
、
利
潤
、
曲
目
銀
等
々
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
を
仮
定
し
て
.
こ
れ
に
特
嫁
の
抽
象
的
研
究
を
払
合
す
る
と
一
五

ふ
こ
と
は
よ
り
輩
純
友
も
の
か
ら
、
よ
り
複
雑
な
も
の
へ
進
む
た
め
の
十
刀
法
論
と
し
て
は
全
く
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
併
し
共
は
あ

ま
り
財
政
事
的
、
財
政
h
k

策
的
興
味
に
そ
ふ
も
の
で
は
た
い
。
付
ど
し
乙
の
相
割
合
は
必
し
も
常
に
か
ゃ
う
た
軍
純
た
租
般
の
型
を
取

扱
ふ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
る
る
引
し
こ
の
主
張
の
中
に
古
典
事
振
の
斡
嬰
酬
を
理
論
と
し
て
は
隼
重
し
、
賓
竪
酬
と
し
て
は
料
似
す

「各人が抱ける、其生活1ーの1((訟を似ち、一度び到詮した其~.;ro脱皮を維持・せ
んとする欲求は、人をして犬多数の租税をばその'ti:本に書出せられたると所得に
謀せられたるとを閃はず、これを所得より納附せしめるものである。」

日 I Vocke， Ubec r-Iausersteuer， mit bezonderer Rucksicht auf Ba.yern. (Tubig 
Zeitschrift 1875・)日 555，S. 605. Vr，l目 Vocke，Grundzug;e d，討 Fina.n;~wb5en5chaft
1894) S. 207 



る
と
一
石
ふ
ド
イ
ツ
式
の
所
謂

1

理
峨
と
賓
際
」
の
形
式
的
な
匝
別
が
兄
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
理
局
L
」
政
策
命
の
-
分
裂
は
リ
ス
ト
の
場
合

と
同
様
に
後
進
資
本
主
義
閣
の
ド

f
ツ
と
し
て
は
む
し
丘
町
高
然
の
成
行
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
件
じ
圭
た
こ
の
鴻
に
、
例
へ
ば

租
税
の
理
論
を
取
扱
ふ
部
分
で
は
形
式
論
理
や
抽
象
概
念
を
も
て
あ
そ
び
、

政
策
論
の
郊
で
は
頗
る
煩
墳
な
課
税
技
術
を
論
や
る
と

云
っ
た
様
な
ド
イ
ツ
流
の
財
政
問
字
教
科
書
の
通
弊
が
生
じ
た
の
で
あ
る
と
も
将
へ
ら
れ
る
。

(
後
詰
参
照
)
何
れ
に
せ
土
ド
イ
ツ
財
政

忠
一
ゐ
鰹
系
で
は
、
租
撹
品
川
と
経
済
即
日
論
と
は
古
典
接
派
に
於
け
る
程
内
閥
的
友
聯
綱
を
示
し
て
ゐ
泣
い
ば
か
り
で
な
〈
、
む
し
ろ
し

ば
/
¥
租
税
政
策
上
の
費
用
主
義
的
見
地
か
ら
古
典
準
汲
の
経
済
湖
南
の
慣
値
が
淡
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
次
に
ド
イ
ツ
財
政
事
を
特
徴
づ
け
て
ゐ
る
も
の
は
所
謂
「
分
配
の
正
義
」
に
闘
す
る
議
九
州
?
あ
る
。
立
べ
は
個
人
や
階
級
聞
の
阻

出
悦
同
胞
団
の
分
配
を
ど
う
し
て
公
「
に
す
る
か
Lf
て
じ
ふ
議
繍
E
あ
る
。

勿
械
と
の
川
品
相
山
け
ド
イ
ツ
財
政
事
応
特
れ
な
も
の
で
は
危
く
、

一
般
に
営
時
の
倫
埋
的
終
消
息
や
枇
合
政
策
思
想
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
併
し
租
税
が
自
由
競
争
や
個
人
の
利
己

心
の
競
合
に
上
つ
で
成
立
し
た
市
場
債
俗
台
は
な
く
、
立
法
や
行
政
の
過
稗
を
通
じ
て
外
人
に
課
せ
ら
れ
る
「
倫
理
的
償
梅
」
で
あ
り

「
政
治
的
債
格
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
特
に
租
税
に
つ
い
て
正
義
公
平
が
盛
ん
に
品
じ
ら
れ
る
と
云
ふ
乙
と
は
営
然
で
あ
炉
。
而
も
か

や
う
な
但
挽
の
倫
間
四
化
が
国
交
を
岬
秘
化
し
倫
川
崎
化
ず
る
濁
逸
督
率
と
歩
調
を
合
せ
て
進
む
場
合
に
は
、
租
叫
怖
を
以
て
市
場
慣
格
の
一

構
成
の
一
要
素
と
し
か
考
へ
友
い
市
民
的
経
枠
準
の
陣
嫁
諭
と
直
援
到
な
す
る
に
一
七
る
で
る
ら
う
。
け
に
し
前
持
は
人
知
目
以
高
の
共

同
慌
で
あ
る
同
家
の
巾
で
符
々
パ
A
K
臨
時
じ
で
組
枕
を
負
捲
す
る
岡
氏
を
前
提
と
し
、
後
符
は
租
税
を
私
邸
抗
措
川
的
た
コ
ス
ト
と
し
か
見

A
Y
K
H
K
他
人
に
樽
叫
慨
す
る
利
己
的
夜
間
人
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
前
持
は
租
段
b
L
政
治
家
の
正
義
嗣
慨
に
よ
っ
て

分
配
さ
れ
る
負
婚
と
見
る
に
謝
し
て
、
後
民
刊
は
か
、
る
政
治
的
意
識
か
ら
解
政
さ
れ
た
白
由
た
市
場
に
於
け
る
必
然
的
危
債
格
の
運

濁
治
財
政
血
中
止
租
税
鯨
嫁
論

第
四
十
四
巻

O 
3i 

策
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郡
選
財
政
事
と
租
稔
輔
自
僻
説

第
四
十
四
巻

第
二
批

~~ ，. 

O 
F、

動
と
見
る
か
ら
で
る
る
。

ロ
ッ
シ
ャ
ー
が
そ
の
財
政
事
の
一
章
で
リ
カ
凡
ド
の
特
嫁
論
と
全
く
同
様
友
形
式
で

i
地
税
、
融
労
銀
税
、
資
本
税

の
持
嫁
に
闘
す
る
抽
象
的
な
理
論
を
展
開
し
た
揚
ム
口
、
と
れ
は
そ
の
次
の
牟
で
論
じ
ら
れ
る
1

租
税
の
倫
却
し
(
}
円
己
ユ
r

従
っ
て
例
〈
ば

斗
命
日

?と

2ο
『

)

と
一
剛
腕
ど
う
一
五
ふ
風
に
関
聯
す
る
の
だ
ら
う
か
。
我
h

は
と
の
相
都
合
・
英
閥
的
た
経
済
墜
と
猟
治
的
友
官
接
と
の
間
に
或
る
ギ
ャ
ツ

y
k感
ぜ
が
に
は
ゐ
ら
れ
紅
い
?
あ
ら
う
。
川
川
し
本
び
に
も
口
ゆ
か
ヤ
ー
は
枚
窓
か
偶
然
か
、
英
関
風
の
料
株
諭
の
後
に
「
呪
貨
の

月
は
ふ

ι創伺
v
l
翫

-
7
2
E
a
L
2
F
E
-
-
2
2
1
F
2
3
、L
E
-
-
A
L
-
-
μ

〆
'
日
川
町
二

1

4

革
z
b
l
副監
γ
#
タ

L
'
1
p
r
t
r
c
p
r
z
r
p一、
Z
2
3
2
五、

ur
〈

Z

J

-
作
品

F
3
4
t
u
v
f
'
'
!

程1
;fti: 
じっ
{ノ1
1事!

}J 
:る

lti: 

IÍ~) 

情
i事;

〈E

E 

E

F

T

L

』〆
L

i
i
p
 

る
。
こ
の
節
で

ロ
ヴ
シ
ヤ

1
は
騨
嫁
の
一
般
論
は
「
す
べ
て
の
納
税
者
が
等
し
く
完
全
に
正
確
に
計
算
し
、
自
由
に
行
動
す
る
経
桝

人
た
る
と
と
」
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
と
云
ひ
、
而
も
か
や
う
な
経
済
人
は
賃
際
作
し
友
い
か
ら
、
現
貨
の
璃
嫁
は
何
等
椛
定
的
訟
も

の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
ゐ
る
。
こ
の
所
謂
現
賞
論
に
よ
っ
て

ロ
ザ
シ
ヤ
l
は
経
済
人
を
従
っ
て
叉
抽
象
的
た
経
済
理
論
を
ド
イ
ツ

風
に
倫
理
化
し
た
と
云
へ
る
で
あ
ら
-70

併
し
乍
ら
絞
椅
と
倫
理
と
の
調
和
或
は
経
済
生
活
の
倫
理
化
は
ロ
ザ
シ
ヤ
ー
よ
り
も
後
の
所
間
新
歴
史
事
採
や
枇
舎
政
策
事
減
に

至
つ
で
も
っ
と
徹
底
的
に
行
は
れ
た
。
彼
等
は
人
間
の
経
組
問
生
活
を
園
家
、
法
律
、
慣
習
を
含
め
た
極
め
て
験
い
意
味
に
解
制
作
し
、

軍
な
る
「
流
通
経
済
的
見
地
」
か
ら
引
出
さ
れ
た
古
典
皐
振
の
経
済
理
論
に
反
劃
す
る
。
彼
等
に
よ
れ
ば
人
間
の
経
済
生
活
は
草
た
る

給
付
.
反
封
給
付
の
原
則
に
基
く
交
換
闘
係
や
債
格
闘
係
で
は
た
く
、
あ
ら
ゆ
る
揚
合
.

あ
ら
ゆ
る
庭
に
、
か
L

る
自
由
た
領
絡
闘

係
を
制
約
し
統
制
す
る
と
こ
ろ
の
法
律
や
慣
習
が
存
従
す
る
。
而
も
か
h

る
統
制
の
結
果
成
立
し
た
所
謂
「
倫
迎
的
、

政
治
的
債
格
」

は
決
し
て
利
己
的
動
機
か
ら
で
は
な
く
、
慈
善
や
博
愛
の
他
袈
的
動
機
か
ら
或
は
種
々
な
る
公
共
目
的
か
ら
従
っ
て
又
人
聞
の
直
義

~~. Roscher. System der Finaz，，，issensch:'lft. (1886) ~出 41
Ro丹cher，u. a. O. ?， 42-43. 
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る。

か
く
し
て
歴
史
単
一
汲
は
自
由
競
争
の
範
問
外
に
あ
る
様
友
一

L

倫
収
的
傾
降
」

(
ノ
イ
マ
ン
、
シ
ェ
フ
レ
、
シ
ユ
モ
ラ
1

「
例
へ
ば
政
治
的
必
要
上
り
す
る
錨
占
債
格
、
共
他
種
々
在
る
産
業
に
封
ず
る
特
詐
制
度
、
奨

観
か
ら
成
ム
比
し
た
も
の
で
あ
る
。

の
貨
例
を
探
し
求
め

励
金
制
度
を
通
じ
て
成
ム
比
す
る
償
格
或
は
萎
術
文
撃
の
奨
励
の
潟
の
著
作
機
に
よ
る
一
種
の
濁
占
償
俗
、

官
吏
の
俸
給
、
種
々
在
る

子
数
料
、
公
租
、
公
謀
、
共
他
「
文
化
闘
家
」
と
か
「
枇
命
回
国
家
」
と
か
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
た
嘗
時
の
ド
イ
ツ
岡
家
の
行
政
的
、

警
察

的
統
制
の
一
切
。

し
か
う
し
て
祖
舵
こ
そ
こ
れ
ら
の
「
倫
四
的
債
絡
」
の
王
座
に
位
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

札
ハ
は
給
付
に
封
ず
る
反
針

給
付
と
し
て
亡
は
な
く
、
岡
山
永
公
共
の
目
的
の
潟
に
唯
人
民
の
能
力
に
舷
じ
て
要
求
せ
ら
れ
る
慣
俗
P
あ
る
c

つ
に
数
へ
て
ゐ
た
。

ワ
グ
ナ
ー
は
こ
の
虫
思

味
で
租
税
主

4

分
配
ω
E
義
」
を
賀
行
す
ぺ
き
岡
家
杭
曾
主
義
の
強
力
な
手
段
の
一

こ
の
場
合
租
枕
は
も
は
や
市

場
伯
仲
刊
の
崎
成
に
参
加
し
て
、

そ
の
運
動
と
共
に
動
く
も
の
巴
は
な
〈

か
し
ら
反
対
に
こ
れ
を
修
一
止
[
鑓
買
す
川
市
手
段
、
貯
の

y
b

ヨJ

要
す
る
に
ド
イ
ツ
財
政
撃
に
従
へ
ば
経
済
は
人
間
の
正
義
翻
を
超
越
し
た
自
然
現
象
で
は
左
い
と
同
様
に
、
ま
た
「
租
税
の
経
済

も
「
租
視
の
倫
理
」
も
互
に
別
の
物
で
は
左
く
、
結
局
は
完
全
に
調
和
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

か
う
云
ふ
風
に
租
従
の
経
済
問
字
削
ち
叫

出
蛾
論
に
ド
イ
ツ
的
友
モ
テ
ル
を
吹
き
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
は
後
述
す
る
様
に
全
〈
新
し
い
寅
践
的
危
財
政
事
土
の
問
題
と
し
て

登
場
す
る
の
で
る
る
が
、
併
し
ま
た
こ
れ
が
ほ
刷
陀
、

ド
イ
ツ
財
政
撃
は
租
税
の
正
義
と
か
公
平
と
か
に
闘
す
る
制
球
し
の
な
い
論
争
の

渦
中
に
忠
世
き
と
ま
れ
る
こ
と
し
ι
友
っ
た
と
も
式
へ
ょ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
租
税
縛
嫁
に
闘
す
る
F
イ
ヴ
財
政
撃
の
論
調
か
ら
は
古
典

事
汲
の
埋
論
に
特
有
た
容
槻
性
や
純
粋
性
が
喪
は
れ
、
或
者
は
折
衷
主
義
的
忙
個
々
の
陣
嫁
の
一
貫
例
と
特
娘
理
論
と
の
聞
を
調
停
し

ょ
う
と
し
、
或
者
は
現
賓
の
粗
検
特
嫁
か
ら
一
般
的
な
法
則
を
引
き
出
す
乙
と
に
つ
い
て
絶
望
の
撃
を
洩
ら
し
、
ま
た
或
者
は
陣
嫁

鋼
遁
財
政
事
と
租
税
樽
嫁
論

崎
市
二
披

七

第
四
十
四
巻

。
七

Neuman， Die Gesb.ltu時 de討 Preisl':、;; unl町 demEintltlSS d田 Eingennutz田.

(Tubig. Zeit>chrift. 1880) SchatTl'， Theorie der "msch1ie>senden Ab臼 h
yc;rh幻tni5se. (TUbig Zeltscllrift. 1867). D>s .gesellsch~ftliche Systern der 
menschliche Wirtscha.ft. (1873) Sd'lmol1er. tJber einige Grundfragen rler 
Sozialpolitik und der Volkswirtsehafl.le:!1re. 
¥Vngner， Finanzwissenschaft und St~l:l t~， s(} ï'jalismus. (Zeitschrift f. d. gesamte 
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第
四
十
四
舎

の
問
題
を
躍
な
る
経
済
的
勢
力

ω闘
争
と
云
っ
た
校
な
事
費
で
片
附
け
上
う
と
し
た
。

仰
向
逸
則
政
事
と
租
挽
轄
嫁
論

o 
y、

~;;:， 

競

i¥ 

私
は
以
上
で
ド
イ
ツ
財
政
事
が
市
民
的
特
嫁
論
を
ど
う
-
f
A

ふ
風
に
修
医
し
、

こ
れ
を
如
何
に
取
扱
っ
た
か
と
云
ふ
事
寅
を
財
政
事

の
停
統
的
憾
系
の
中
で
一
般
的
に
考
察
し
た
。

い
ま
と
の
結
果
を
一
↑
一
-n
に
し
て
云
ふ
な
ら
ば
、
市
民
的
経
済
事
、
殊
に
古
典
型
派
は

非
民
本
主
義
枇
命
日
を
分
析
寸
る
経
済
事
に
来
い
て
、

こ
の
枇
舎
の
法
則
と
矛
盾
と
一
桁
接
に
闘
聯
し
て
租
脱
の
仰
拡
を
巧
察
し
た
の
で
あ

}
王
、

1
1
u

刀

F
f
ツ
財
政
棋
は
か
や
う
な
一
般
的
な
問
問
一
上
り
雄
れ
で
、

た

r
こ
れ
ケ
一
印
千
山
は
た
相
川
沿
政
策

k
の
問
題
と
し
て
、
或
は
む

L

円
資
本
主
義
枇
命
L

の
矛
盾

E
絞
却
し
上
う
と
寸
る
下
イ
川
ノ
の
ん
日
係
問
問
μふ
れ

f
デ

ι
ロ
ギ

l
に
川
し
ご
巧
一
供
し
た
の
で
あ
る
。

(
註
〕
我
々
が
も
し
占
典
皐
抵
の
個
々
の
租
殺
に
闘
す
る
樽
嫁
諭
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
特
似
の
行
は
れ
る
舞
牽
装
置
剖
ち
資
本
主
義
生
産
及

び
分
配
に
闘
す
る
彼
等
の
明
日
論
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
う
。

r
イ
ツ
油
仙
の
財
政
単
数
料
詩
で
も
陣
嫁
総
論
と
弁
論
正
を
直
別
し
、
前
者

で
は
租
枕
韓
白
血
の
概
念
宇
僚
件
や
種
相
閣
を
逃
べ
、
後
者
で
は
側
々
の
共
強
的
な
租
殺
の
轄
白
献
を
前
ず
る
の
で
あ
る
が
こ
の
線
論
正
各
論
の
閥
係
は
古

典
皐
抵
の
終
演
壌
と
樽
嫁
論
の
関
係
止
拠
る
。
多
〈
ド
イ
ツ
式
教
科
書
が
さ
う
で
あ
る
様
に
、
こ
L

に
所
訪
納
品
市
と
は
制
々
の
場
合
に
趨

mし
制
作
る

品
開
め
て
一
般
的
な
形
式
的
な
概
念
論
で
あ
る
。
例
へ
ば
特
嫁
総
論
で
諭
J
f

ご
り
れ
る
前
特
後
轄
の
概
念
を
凡
よ
-
つ
C

こ
れ
は
被
雑
な
内
蒋
を
持
つ
特
峠
悼

の
過
程
を
買
手
と
貝
手
の
閥
係
に
形
式
化
し
て
、
買
手
よ
り
買
手
へ
の
韓
嫁
を
前
韓
民
手
よ
り
貰
手
へ
の
韓
協
を
後
憾
と
咋
ぷ
。
確
か
に
こ
れ
は
多

く
樽
嫁
の
例
を
合
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
生
産
者
と
消
費
者
企
業
家
と
労
働
者
、
資
本
主
と
借
手
、
地
主
と
小
作
人
等
々
の
附
に
行
は
れ
る
糠

総
は
前
樽
か
後
輔
か
の
何
れ
か
に
入
る
で
あ
ら
う
。
併
し
ま
た
そ
れ
が
伐
に
、
こ
れ
は
内
山
?
の
と
ぼ
し
い
形
式
的
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
は
ド
イ

ツ
的
特
嫁
諭
の
タ
イ
プ
と
し
て
例
へ
ば
方
イ
ヅ
ル
の
鍛
相
な
輔
嫁
の
概
念
規
定
宇
分
類
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
、
租
税
鴇
嫁
論
と
税
制
改
草
論

1

1
負
婚
の
会
平
と
そ
の
賓
現
方
法
!
l
i

叫
叫
に
前
節
で
、

ド
イ
ツ
財
政
事
は
古
典
準
一
誠
や
共
他
の
市
民
的
粧
品
何
皐
の
桜
に
特
嫁
論
を
純
粋
な
経
済
問
題
と
し
て
抜
は
た
い
で

St. w.) 1887目

こ Lでは個々の製者の特総論を考察する像地がないコ l明、次の様な革者の名
を畢げるに止めよう。 'V.agner，Rosch.er， Scha侃e，Held;， Rau， IIock， Vocke 
特に所 謂 轍 掠 不 可 知 論 の 純 林 な ダイプ主しで H，'1，!を、その亜種として
Vocke を皐17品ことが1--1:¥来ょう、主た、勢力設については日cha侃e 或は
FaJck等を参照。
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，
い
れ
も
F
イ
ツ
岡
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
貧
践
従
っ
て
ま
た
十
九
階
紀
の

F
イ
ツ
財
政
撃
の
岡
有
の
問
題
に
則
し
て
考
察
し
た
と
-
4

ふ
事
賓
が
明
か
に
友
っ
た
。
ド
イ
ツ
財
政
墜
の
問
題
と
は
特
に
こ
れ
を
租
税
論
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
公
卒
な
租
殺
で
あ
り
、

か
k
る

租
税
を
資
現
ず
る
具
観
的
方
法
で
る
る
。

従
っ
て
F
イ
ツ
の
財
政
時
十
者
が
和
税
締
嫁
に
針
し
て
い
だ
ぐ
疑
問
は
ず
ぺ
で
次
の
黙
で

邸
ち
和
税
陣
嫁
は
田
市
し
て
負
携
の
公
平
を
震
現
し
得
る
最
良
の
手
段
で
あ
ら
ラ
か
と
云
ふ
鮪
で
あ
る
。

燦
と
云
ふ
経
済
事
賓
が
目
的
に
封
ず
る
不
段
と
し
て
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
友
け
れ
ば
た
ら
た
い
ぷ

、
、
、
、

と
誌
に
、
樽

致
し
て
ゐ
る
。

カ
イ
ヅ
ル
は
と
の
駐

に
つ
い
て
次
の
様
に
云
ふ
。
「
ド
イ
ツ
財
政
撃
は
彼
等
(
古
典
暴
汲
)
の
抽
象
思
論
の
色
あ
せ
た
微
た
を
ふ
き
ゐ
と
し
で
値
目
き
租
税
制
度

の
解
き
雄
き
飢
脈
ぶ
り
を
批
判
す
る
僚
中
へ
E

と
し
、

政
策
の
改
良
と
事
'
尉
へ
の
指
南
車
と
せ
十
に
は
満
足
し
た
か
っ
た
。
彼
等
?
イ
吋

財
政
染
者
)
は
租
舵
の
怖
嫁
を
印
刷
十
に
そ
れ
自
慢
興
味
あ
る
経
済
現
象
と
し
で
眺
め
る
の
で
は
・
な
し
に
、

-
般
ー
に
仇
品
川
γ
ふ
γ
γ

山
原
則J
と
山
附
明
し
て
川
明
叫
ん
し
た
。
一

こ
れ
を
賓
際
ヒ
認
め
ら
れ
、
市
岡

行
さ
九
つ

L
あ
る
民
階
的

技
々
は
と
L

で
樽
巴
て
、
市
民
的
経
併
壊
の
降
嫁
諭
が
滞
在
く
賓
践
的
腕
結
を
見
上
-
っ
。

一
徳
古
典
出
場
汲
の
瑚
ぬ
を
一
般
に
筒
軍

友
結
論
や
命
題
に
還
元
し
て
し
ま
ふ
と
と
は
危
険
な
こ
と
だ
が
、
た
ピ
一
問
嫁
古
川
に
つ
い
て
見
れ
ば
完
全
な
白
由
競
争
が
行
は
れ
る
限

り
、
肺
門
嫁
を
通
じ
て
租
枕
は
純
周
得
の
所
布
汗
や
官
俗
左
消
費
者
の
み
に
蹄
着
し
純
所
得
を
布
し
な
い
共
他
の
階
級
、
殊
に
弁
働
者

は
負
捲
生
兎
れ
る
と
云
ふ
側
め
て
繁
観
的
な
一
回
を
持
っ
て
ゐ
た
と
云
ふ
こ
と
は
否
定
出
来
左
い
。
古
典
簡
明
波
か
ら
こ
の
一
両
だ
け

を
抜
き
去
っ
て
自
由
競
争
の
調
和
的
な
作
用
を
油
田
讃
し
、
如
何
左
る
租
枕
も
流
通
経
稗
の
作
用
を
遇
ビ
て
、
純
所
得
に
封
し
て
公
平

に
分
配
さ
れ
る
と
宅
張
し
た
も
の
が
大
陪
陀
於
け
る
古
典
準
波
の

ツ
と
と
の
思
想
は
し
ば
/
¥
ラ
ウ
以
前
の

F
ノ
i

ツ
財
政
曲
学
者
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が

エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
あ
っ
た
。
(
カ
ナ
1

ル
テ
イ
エ
ー
ル
、
ア
リ
ト
ウ
イ

(
ヤ
ヨ
プ
、
其
他
}
、

と
れ
は
本
質
的

濁
泡
財
政
事
と
租
積
輔
嫁
論

第
二
競

プむ

第
四
十
回
答

O 
九

Ku.izl~ a. a. O. S呂田 75-89・ 前W-d(、 f長崎の形式概念に封する批興jについで、
ーノレ.マンは私見とは申 L異る:ii¥1，~ <:の暗示に官ん守ゐる。

Vgl. F口tz'ida"ii;n'n，'nie Gl:u;;dro~:~m~~n der Stenerabwehr~ (J<thrb. f. N::;.t-

ion.lok. Bd 目。.)s. 5'2. 
常時の論者り中でもフアノレクの如 ~q:tl，事嫁を目的に到する手段主考へると主
に封して反劃した、「樽嫁は一定:の目的に来仕Tるための施設ではない。輔嫁
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調
組
曲
財
政
即
時
平
と
租
税
特
嫁
論

第
四
十
四
径

O 

合私

鉄

C 

に
ド
イ
ツ
の
官
僚
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
市
民
本
主
義
粧
品
開
が
成
熟
し
て
、
自
由
競
争

の
矛
盾
が
や
う
や
く
現
れ
る
に
至
っ
て
か
や
う
友
理
論
の
批
判
が
ド
イ
ツ
財
政
撃
の
一
重
要
た
課
題
と
た
っ
た
。

い
ま
所
謂
耐
付
嫁
山
梨
概
訴
に
劃
す
る
ド
イ
ツ
財
政
事
者
の
批
判
を
要
約
し
て
見
れ
ば
弐
の
様
に
在
る
だ
ら
う
。
第
一
に
不
公
平
た
租

松
を
公
平
に
す
る
と

4

約
せ
ら
れ
て
ゐ
る
自
由
競
争
の
作
問
、
殊
に
利
潤
均
仰
の
法
則
の
安
川
M

同
性
は
桜
め
て
限
ら
れ
で
ゐ
る
。
直
接
資

h
h
F
-
1
J
F
h恥
ト
一
〉
1

E

・
¥
v
H山
札
、

ヌ
レ
ト
訓
4
6
1
1
-

ヨ
叫
叶

C
4
A
2
4
L
lノ一
E
止も

戸耳目
J
廿
心
、
』
〈

E
段
、

口
r
d
1
ネ世

4
J

訓
i
寸

日
剖
安
往
年
々
亡
冷
亡
主
一
ト
:
、
Q
F
一
工
証
言
つ
改
尚
子
山
礼
士
ヰ
ハ
以
で
ま
を
く

R
4
4
4
J
t
I
l
J
t
;一
1
1
4
u
i
H
4
t
…

i
l
l
-
-即

lHU

4
 

へ
ル
下
其
他
)

む
し
ろ
課
税
方
法
そ
の
も
の
L
改
善
で
な
け
れ
ば
友
ら
た
い
。

第
二
に
料
嫁
が
行
は
れ
る
と
し
て
も
‘
そ

(
ワ
グ
ナ

l

の
作
用
や
結
果
に
つ
い
て
必
し
も
禁
制
す
る
と
と
は
出
来
な
い
。
多
く
の
租
税
に
於
て
は
、
料
嫁
の
方

2

川
を
決
定
す
る
こ
と
は
脱
め

て
困
難
で
あ
る
ば
か
り
で
友
く
、
材
開
械
は
ま
た
い
た
ま
し
い
犠
牲
や
不
平
を
惹
起
し
、
げ
は
路
曲
折
を
粧
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に

下
居
階
級
の
負
婚
す
る
租
枕
は
ノ
ル
マ
ル
な
流
通
過
程
を
通
じ
て
特
嫁
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
下
居
階
級
の
波
落
や
政
治
的
た
反

。

シ
ェ
フ
川
、
ラ
ツ
+
卜
山
、
フ
ア
ル
ク
)
第
三
に
轄
嫁
に
よ
っ
て
寅
硯
さ
れ

抗
に
よ
っ
て
の
み
他
の
階
級
に
特
嫁
さ
れ
る
。

(
ワ
グ
ナ

l

、

る
負
婚
の
公
平
と
は
利
潤
や
資
本
に
制
す
る
公
平
に
過
密
」
な
い
。
資
本
が
一
般
に
公
平
に
課
税
さ
れ
る
に
五
っ
た
友
ら
ば
、
資
本
の

聞
の
枠
嫁
は
止
む
で
あ
ら
う
が
、
資
本
を
有
し
訟
い
階
級
に
劃
す
る
同
時
嫁
は
必
し
も
こ
れ
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
お
い
で
る
ら
ろ
。

(
シ
ェ
フ
レ
、

フ
ア
ル
ク
、
力
イ
グ
ル
)
斯
様
た
事
貨
を
1
4
へ
た
後
、

い
ま
二
つ
の
問
題
が
ド
イ
ツ
財
政
単
に
課
せ
ら
れ
る
。

シ
斗
モ
ラ
l

、

郎
ち
第
一
に
負
擦
の
公
平
を
縛
嫁
作
用
に
期
待
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
四
凶
家
自
ら
公
平
た
租
税
の
分
配
を
賀
行
す
る
と
す
れ
ば
、
公

平
概
念
及
ぴ
公
平
た
る
租
税
の
基
準
を
如
何
に
規
定
す
る
か
と
云
ふ
問
題
で
あ
り
‘
第
二
に
有
守
な
轄
嫁
作
用
に
よ
っ
て
虜J

飢
さ
れ

な
い
様
た
公
平
た
租
税
僻
系
を
如
何
に
し
て
組
点
る
か
と
云
ふ
問
題
で
あ
る
。

が起る場合、それは閑民料消的法且IJ""fi'斤]によって生)"た現象宅あ品、」
FaJck， a. a. O. S. 167 
Kaizl. a. a. O. S. 21. 

Seligman， Shifting and In，cidence of T:lxati_on. (I92?) .PP ・ '52.~174
I王eld，Zu'r Lehre"von der Uberwahung der Steuern. ('I1.ihi'g. Zeit~chrift. 1868.) 
Schafi晶， Die Grunds1itze der日teuerpolitik.(1880)日，69ff. 
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て
第
一
の
駄
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
的
友
租
税
政
策
の
指
導
理
論
を
提
供
し
た
の
は
シ
ェ
フ
レ
の
論
文
「
図
民
経
済
に
於
け
る
人
間

と
財
、
印
ち
岡
氏
維
持
に
於
け
る
倫
創
的
、
人
間
躍
的
見
地
」
で
ち
り
、

の
論
文
「
所
得
減
」
で
る
つ
丸
一
。
彼
等
は
共
に
従
来
枕
源
や
課
税
標
準
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
純
所
得
と
云
ふ
検
な
資
本
家

シ
ェ
フ
レ

の
思
想
を
特
に
所
得
昨
酬
と
所
作
税
に
治
則
し
た

シ
ェ
モ
ラ

1

的
日
常
利
的
見
地
に
基
〈
概
念
を
根
本
的
に
賓
へ
し
て
、
租
税
出
川
の
恭
礎
に
人
俗
的
所
得
或
は
能
力
と
云
ふ
概
念
を
山
泣
い
た
と
云
は
れ

て
ゐ
る
。
邸
ち
公
平
な
租
舵
の
基
準
と
な
る
ぺ
き
も
の
は
純
川
仰
の
如
き
物
的
、
量
的
概
念
で
は
友
く
、
も
っ
と
具
般
的
た
人
間
を

考
慮
し
た
主
観
的
な
意
味
に
於
け
る
人
的
、
質
的
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に

シ
ュ
モ
一
7
1
は
純
所
得
を
有
た
友
い
叫
労
働
者
や

机川υ
亭
者
K
は
、
純
所
作
に
到
し
て
公
平
に
澗
杭
を
分
配
す
る
と
式
は
れ
て
ゐ
る
樽
械
の
作
用
そ
の
も
の
が
及
ば
な
い
こ
と
、
士
た
か

J
9階
繰
り
川
川
げ
か
ら
米
政
心
設
内
引
を
生
川
仰
一
に
な
ぞ
ら
へ
て
内
比
L
、
細
川
山
吉
川
匁
寸
る
に
と
は
茂
木
次
的
批
人
口
巾
鵡
に
民
い

L
h
r
~

山
矢
p
q
t
ア
ジ
ー
ト
勺

J
t同

F
r
k
J
，、，

-

f

-

J

ミ
一
一
，
三
0

7
2
H
j
‘
/
ノ
ピ
寸

4
J
S
C
A
r、
問
カ
れ
[
ホ

か
く
て
州
担
刊
の
川
詞
負
拾
の
公
平
と
一
石
ふ
一
芯
味
は
資
本
や
利
潤
に
掛
ナ
る
公
一
阜
で
は

た
〈
、
具
倒
的
な
人
間
に
到
す
る
公
平
で
あ
っ
た
が
、

と
の
際
公
平
負
蜂
の
基
準
と
し
て
選
ば
れ
る
も
の
は
シ
ェ
モ
ラ
ー
に
於
て
は

消
費
手
段
の

一
般
で
あ
る
人
的
所
仰
山
で
あ
り
、

シ
ェ
フ
レ

に
於
て
は
一
史
に
価
人
の
人
的
.
質
的
差
別
を
含
む
「
給
付
能
力
」
で
る
っ
た
。

こ
の
雨
者
の
論
文
は
必
し
も
樽
嫁
摘
を
釘
象
と
し
て
古
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
従
来
常
に
'
憾
線
論
の
背
赴
と
た
っ
て
ゐ
た
市
民

的
姪
済
皐
の
生
産
主
義
的
、
日
常
利
主
義
的
、

資
本
味
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
人
泊
主
義
的
消
費
者
的
九
一
地
に
泣
き
か
へ
た
と
石
ふ
意
味

で
、
草
安
な
意
義
を
持
っ
て
ゐ
る
と
一
五
は
れ
て
ゐ
る
a

二
、
以
上
で
租
税
の
分
配
を
陣
械
の
作
用
に
放
任
せ
や
に
岡
家
自
ら
と
れ
を
行
ふ
際
の
原
則
が
決
定
し
た
め
の
で
あ
る
が
、
次
の

問
題
は
降
嫁
の
作
用
に
よ
っ
て
撹
飢
さ
れ
ぎ
る
租
税
慌
系
を
如
何
に
し
て
株
主
す
る
か
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
の
無

湖
沼
刻
政
却
と
租
枕
輔
総
論

第
四
十
四
巻

第
二
披

一

l..assa]e， Die indirekte Stel1er uml d咋r.:'<geder "rbeitenden Klassen， (1863) 
Schii市町 Menschund Gllt in d町 、rol1、swirtsch.aft00. der ethisch.-:mthropo-
logisch.e Standpunkt in der Nationalok，:momie mit besonderer Rucksicht nllf 
die Grttndprincipien der Steuerlehrε(Ge:'ianme1te Allfsatze. 188S.)ScluTIoller， 
Die Lehre von Einkommen. (1863) 
tlP.稿「所得機念より見たる租稔論J(lm'jニーをこ二抗)
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狗
逸
財
政
撃
と
租
税
韓
嫁
論

第
四
十
四
巻

= 
ー

一一

第

Z虎

秩
序
た
分
配
方
法
を
極
度
に
悲
観
す
る
給
者
(
フ
ア
ル
ク
)
は
、
か
t
A

る
分
配
方
法
印
ち
偵
侍
闘
手
が
行
は
れ
る
限
り
、
如
何
な
る
租

枕
も
樽
嫁
さ
れ
、
如
何
な
る
租
税
も
不
公
平
に
な
る
と
主
張
す
る
。
併
し
こ
れ
は
調
逸
財
政
嬰
者
の
通
説
で
は
な
い
。

一
般
に
貫
際

的
に
し
て
折
衷
的
な
性
絡
を
持
つ
狗
逸
の
財
政
事
者
は
似
端
紅
船
木
槻
誌
に
却
す
る
と
同
隊
、
か
h
A

る
極
端
な
勝
山
知
悲
概
説
に
も
反
到

し
た
む
一
市
し
伽
何
な
る
公
平
友
租
税
も
維
持
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
た
る
租
悦
も
公
平
に
-
な
る
と
云
ふ
淀
と
同
肢
に
税
制
改
革

の
仙
…
怠
味
な
と
と
を
示
ず
に
過
ぎ
な
山
か
ら
刀
企
る
。

\~~ 
に

お
ち
夕
立
d

閣
寸
ハ
以
こ
判
ず
る
品
a
M

且
ワ
明
白
布
亡
例
レ
亡
欠
川
J

深
乙
枚
め
て
ゐ

-
1
1
l
J
;
1
1
!
6
7
4
1
J
u
一

L
1
1
J
:
t

る
c

「
国
家
の
敬
す
る
租
税
閥
系
を
維
持
す
る
に
つ
い
て
粋
嫁
は
人
の
想
像
す
る
よ
り
も
遣
に
危
険
性
の
少
い
も
の
で
あ
る
。
岡
家

は
課
税
物
件
や
課
税
万
法
や
税
率
の
選
探
に
よ
っ
て
、
就
中
個
々
の
租
税
を
工
ム
口
よ
〈
組
合
せ
て
租
税
の
鰐
系
を
作
る
こ
と
に
よ
。

て
、
縛
嫁
の
結
果
を
最
小
限
度
に
制
限
す
る
こ
と
が
出
来
る
o
」
カ
イ
ヅ
ル
は
更
に
税
制
整
理
の
必
要
を
強
調
し
て
、
ト
竹
山
平
山
た
制
脚
城
作

用
の
原
凶
は
む
し
ろ
既
存
の
租
税
慌
系
の
中
に
潜
復
し
て
ゐ
る
と
主
張
す
る
。
即
ち
租
税
を
改
革
し
、
税
制
を
幣
へ
る
と
L
E

に
よ
っ

て
、
立
法
者
の
換
期
出
来
な
い
様
な
有
官
官
友
禅
嫁
作
用
を
或
程
度
ま
で
除
か
う
と
云
ふ
の
が
、

一
般
に
ド
イ
ツ
の
財
政
撃
者
の
良
心

で
あ
っ
た
。
具
惜
的
に
一
五
へ
ば
、
四
回
乱
的
及
、
不
確
賞
た
時
嫁
作
用
を
付
ふ
租
税
(
固
定
的
な
牧
盆
税
、
流
通
税
き
を
改
革
し
て
、
殆
ど
脚

嫁
し
な
い
租
役
(
所
得
粧
)
と
樽
嫁
の
ほ
ピ
硲
責
な
る
租
税
(
前
賢
枕
)
を
以
て
租
税
措
来
を
組
立
て
よ
ろ
と
一
広
ふ
の
で
あ
る
。
(
ワ
グ
ナ
¥

シ
Z

フ
レ
、
ヵ
イ
ゲ
ル
)
か
〈
て
始
め
て
租
税
酬
閥
系
は
安
本
主
義
経
済
の
自
然
法
則
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
友
し
に
、
立
法
者
の
怠

川
志
の
下
に
置
か
れ
る
・
わ
け
で
あ
る
。

酒
、
市
民
的
時
嫁
論
の
現
賓
性

Philippcwich.， a. a. O. S. 17& 
Falck， a. a. O. S. 200 ff. 
I-Iock， DIe d能 ntlichenAhgaben und Schulden (IS品3)S目 '44・
Kaiz]， a. a. O. S. 128. 
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私
は
以
上
出
来
る
だ
け
忠
寅
に
ド
イ
ツ
財
政
事
と
租
税
樽
嫁
論
の
聞
係
に
つ
い
て
活
ぺ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

と
れ
を
一
口
に
云
へ

ば
ド
イ
ツ
財
政
務
の
日
燃
は
先
づ
公
不
在
組
税
の
蜜
現
或
は
か
や
弓
友
和
税
問
系
の
維
持
と
云
ふ
と
と
で
あ
り
、
租
税
の
輔
嫁
は
と

の
日
的
に
闘
す
る
限
り
で
附
随
的
に
巧
ほ
さ
れ
た
に
過
ぎ
友
い
。
従
っ
て
彼
等
の
叫
野
は
極
め
て
限
定
さ
れ
て

p
d
、
市
民
的
制
押
嫁

〈
酬
に
到
す
る
理
解
も
滞
薄
で
あ
っ
た
。
成
程
柿
時
嫁
端
末
明
間
設
に
到
し
て
行
は
れ
た
批
判
の
中
に
は
極
め
て
ほ
一
不
に
市
む
も
の
が
あ
る
け

れ
ど
も
、
多
く
撃
者
は
云
は
ピ
財
政
阜
の
停
統
的
友
勝
系
の
内
に
た
て
こ
も
っ
て
、

と
の
内
か
ら
租
税
輔
嫁
ぬ
の
-
局
部
だ
け
を
間

閣
に
し
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
い
。

(
前
飾
品
伊
照
)
邸
ち
彼
等
は
市
民
的
経
済
事
の
様
に
資
本
主
義
枇
令
そ
の
も
の
、
中
で
租
院
の
締
嫁
を

考
察
し
な
か
っ
た
。

Jv~
と
の
枇
舎
で
岡
家
が
公
平
お
租
税
を
賀
現
す
る
に
は
如
何
な
る
制
約
を
う
け
ね
ば
な
ら
た
い
か
と
云
ふ
と
と

F

一口「
h
2
4
~丈

/
E
込
コ
=
。

ヰ
刊
{
~
ぇ

7
4ハ
司
イ
メ

J
U
し
ろ
彼
山
h
J
Y
U

凶
茨
が
次
民
本
主
義
一
則
合
を
胡
越
し
た
何
か
総
則
的
な
限
迎
?
あ
る
械
に
想
像
ー
と
の

閣
家
の
康
問
に
基
い
で
四
想
的
た
枕
制
改
革
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
か
や
う
な
租
従
の
坦
念
や
税
制
改
革
論
を
一
一
舷
離
れ
て
、
た
い
A
F
イ
ツ
の
山
晶
子
者
の
租
税
特
嫁
に
闘
す
る
意
見
だ
け
に
一
日
円

し
よ
う
。

と
の
場
合
ド
イ
ツ
的
特
嫁
論
は
市
民
的
枠
嫁
論
に
比
較
し
て
如
何
な
る
相
涯
を
持
つ
だ
ら
う
か
9

先
づ
斡
嫁
を
制
約
し
て

ゐ
る
歴
史
的
、
具
鴨
的
友
降
件
に
注
意
が
椀
は
れ
た
こ
と
、
市
叫
に
州
押
嫁
築
相
飢
設
の
批
判
と
云
ふ
形
で
資
本
と
努
倒
、
大
企
業
と
中
小

企
業
の
聞
の
陣
嫁
能
力
の
多
少
や
階
級
間
の
摩
擦
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
等
が
来
げ
ら
れ
よ
う
。
間
し
こ
の
稜
度
の
こ
と
で
あ
れ
ば

師
叫
に
古
典
準
減
、
特
に
ス
ミ
ス
(
古
典
事
祇
D

Z

ピ
ゴ
1

下
ン
輔
嫁
柴
概
論
者
と
直
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
)
が
何
等
か
の
形
で
述
ペ
て
ゐ
る

こ
と
で
あ
る
。
又
多
く
の
市
民
的
経
済
事
は
資
本
税
と
努
銀
磁
の
縛
嫁
の
難
易
に
も
一
一
昂
及
し
て
ゐ
る
し
、
資
本
や
商
品
の
償
格
の
平

等
は
地
方
的
、
個
人
的
事
情
に
制
約
さ
れ
て
ゐ
る
持
働
の
償
停
の
平
等
上
り
賞
現
し
や
す
い
こ
と
も
認
め
て
ゐ
る
。
間
判
逸
の
財
政
同
事

淘
遜
財
政
皐
と
租
鱒
税
嫁
論

第
四
十
四
巻

第

披

十九l!bte湖逸財政権以来λ さスの現前に」町ずる停統的な誤解が今fユI存布しで
ゐる、それはスミスはリカノレドと共r，-:J~包帯理論の代表者であると云」、設であ
る、セリグ 7 ンもこの誕謬を犯した。械の著書「視稔の輔嫁及び蹄着」の中で
はスミス l土 ~bsolute_ .Theoryり中に人れられて。る、これはスミ月がその債
格論、分配諭をT.Cに輔嫁諭に泡用した tについてよ〈云はれるととである
併しスミスロ鞭TJfな熔史的事貨の引刑 1 耳慣的な租税に劃する記述を見れtt'

3:2) 



獅
逸
財
政
問
申
と
租
税
韓
嫁
論

四

第

披

凶

銘
四
十
四
巻

者
が
租
税
論
の
中
で
難
解
た
哲
撃
的
口
調
を
以
っ
て
漣
べ
た
か
の
一
「
財
貨
と
人
間
」
の
隠
別
は
す
で
に
古
典
墜
娠
が
そ
の
経
済
撃
の
中

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
似
め
て
常
識
的
に
承
認
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ド
イ
ツ
的
特
嫁
也
酬
の
ド
イ
ツ
的
た
る
所
以
は
や
は
り
共
が
ま
だ
閥
次

の
目
的
や
行
震
を
中
心
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
資
本
主
義
枇
舎
の
法
則
の
分
析
を
中
心
と
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
一
エ
ム

、
、
、
、
、
、

叫
に
れ
在
す
る
。
ド
イ
叩
わ
財
政
事
者
は
租
税
特
嫁
を
以
て
必
然
的
危
法
則
と
は
考
へ
な
か
っ
た
。
(
ロ
ツ
シ
ヤ
l

、
へ
ん
ド
)
北
バ
は

芝
、
〉
肘
王
寺
ト
ド
l
j
E
l
r
j
-
〉
『
〉
、

対
日
如
m
-
H
q
b
k
k
l
f
4
t
i
J
d
d
ノ
I

然
心
ん
に
と
っ
門
川
川
悦
仰
に
も
出
米
る
も
の
で
あ
け
〈
ソ
グ

f
J
利
制

ω
改
革
に
日
っ
て
克
服
し
刊

，
、
，
一
戸
》
J

-

一。、
t

メ
、

る
も
A
V

で
法
J

一点

r
メ
イ
M

ノ
パ

J
A

り
ケ
)
利
れ
卜
し
て
も
ド
ノ
ー
ゆ
め
早
北
引
の
ぞ
(
で
以
、
和
耕
一
心
」
配
昨
日
以
誠
に
於
て
最
も
似
大
な

力
を
引
っ
て
ゐ
る
の
は
凶
家
で
あ
り
、
止
民
本
主
義
枇
舎
の
分
配
法
則
で
は
な
か
っ
た
。

だ
が
我
々
は
凶
次
と
枇
台
、
税
制
と
資
本
主

義
粧
品
仰
を
互
に
何
等
か
別
個
の
原
理
の
校
に
考
へ
十
に
、
む
し
ら
閥
次
や
法
律
を
も
八
パ
め
た
意
味
の
具
鴨
的
友
資
本
主
義
枇
合
に
於

け
る
租
税
の
分
配
或
は
負
婚
の
移
動
を
考
へ
ょ
う
。

先
づ
現
代
の
税
制
改
革
や
租
税
制
皮
に
到
し
て
品
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
働
き
か
け
る
も
の
は
資
本
の
政
治
的
、
粧
済
的
運
動
で
あ
る

事
賞
を
認
め
ね
ば
怠
る
ま
い
。
け
だ
し
資
本
は
租
税
に
劃
し
て
削
る
鋭
敏
友
品
川
粧
を
持
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
相
く
僅
か
の
負
婚
で
も
感

知
す
る
と
と
が
出
来
る
。
就
中
、
金
融
資
本
は
寅
〈
幽
民
粧
品
門
的
、
問
削
際
経
済
的
友
見
地
か
ら
負
捨
の
相
濯
を
打
算
す
る
と
と
が
出

市
消
る
。
従
っ
て
資
本
に
刻
す
る
負
捨
の
ポ
公
平
は
直
に
枇
合
同
問
題
、
政
治
問
題
と
化
し
て
、
直
接
に
そ
の
立
法
化
を
妨
げ
、
立
法
者

を
し
て
比
較
的
低
抗
の
少
い
消
費
税
の
如
き
を
濯
ば
せ
る
に
五
る
だ
ら
う
。
ま
た
か
t
h

る
租
税
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
資
本
は
こ

れ
を
泊
突
者
や
持
働
階
級
に
降
嫁
す
る
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
租
税
の
刺
戟
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
企
業
聯
合
、
合
理
化
運
動
、
濁
山

等
々
を
通
じ
て
租
税
負
携
は
間
接
的
に
弱
小
企
業
や
弊
働
階
級
の
上
に
持
嫁
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
殊
に
流
動
資
本
で
あ
れ
ば
凶
門
に

1((にか Lる諜解は消滅するであらう。



於
け
る
比
較
的
品
目
拾
の
軽
い
投
資
部
耐
を
求
め
て
珍
勤
し
、
点
止
は
更
に
閣
外
に
逃
越
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
趨
る
売
業
の
縮
ゆ
や
失

業
等
を
通
じ
て
他
の
階
級
に
負
権
を
怖
嫁
し
作
る
で
あ
ら
う
。
か
う
し
て
資
本
或
は
資
本
交
が
政
治
的
、
階
'A
倒
的
、
経
神
的
に
運
動

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
組
枕
は
従
ん
に
樽
線
き
れ
る
わ
け
モ
あ
る

3

火
に
資
本
を
全
く
持
た
な
い
無
査
庁
、
中
産
階
級
或
は
生
活
を
五
分
合
川
内
化

L
て
ゐ
左
い
農
民
及
ぴ
中
小
企
業
に
つ
い
で
見
る
な

ら
ぱ
、
彼
等
こ
そ
生
前
そ
の
も
の
上
に
租
税
の
重
慶
を
受
け
、

比
ZM叫亡

一

'
1
l
t

シ
ェ
フ
レ
の
所
謂
「
人
間
的
意
味
」
に
於
け
る
租
税
の
公
ヂ
を

主
張
し
・
な
け
れ
ば
な

h

り
な
い
人
々
で
あ
る
に
拘
ら
や
、
事
貨
は
一
止
に
反
封
?
あ
る
。

こ
れ
ら
の
階
級
を
と
ら
へ
る
組
枕
、
殊
に
間
後

院
は
無
意
識
の
巾
に
白
，
括
さ
れ
、

一
般
の
宅
前
貨
の
中
に
分
解
し
て
し
圭
ふ
で
あ
ら
う
。
共
は
一
石
は
い

h

生
活
能
力
や
叫
労
働
力
そ
の
も

の
h

削
減
け
い
他
た
ら
た
い
山
マ
あ
お
か
引
h

・
資
本
山
場
介
の
枝
い
L

釘
拾
の
割
台
宇
一
川
町
に
計
算
す
る
と
と
は
附
嫌
で
あ
る
。

女
J

た
た

と
へ
負
婚
の
石
公
平
を
自
任
し
た
L
」
し
で
も
‘

こ
れ
ら
の
階
級
を
如
く
束
縛
し
て
ゐ
る
傍
統
や
閃
襲
が
租
税
を
他
の
階
級
に
締
嫁
ず

る
こ
と
を
妨
げ
て
ゐ
る
。
勿
治
こ
の
階
級
の
中
に
生
活
意
識
が
た
か
ま
り
、
生
活
の
合
理
化
が
行
は
れ
る
に
従
っ
て
、
政
治
的
、
経

済
的
な
樽
嫁
の
手
段
を
白
魔
ず
る
に
一
全
る
だ
ら
う
。
け
れ
芝
も
と
れ
に
到
し
て
十
九
肘
紀
猫
遜
の
財
政
事
t

刊
の
様
に
「
社
合
的
王
悶
」

(伊豆
μ
一a
d内

九
凶

H
d
f
z
s
)
b
t
限
定
し
て
、

こ
の
同
家
の
権
力
を
以
で
下
居
階
級
の
負
擦
の
不
公
平
を
是
直
し
よ
う
と
す
る
の
は
何
等
間

題
の
解
決
で
は
友
い
。
現
貨
の
図
案
は
資
本
主
義
社
舎
の
分
配
法
則
の
外
に
ま
っ
て
ゐ
る
第
三
の
分
配
要
肉
で
は
友
い
。
殊
に
市
民

的
、
封
建
的
、
軍
閥
主
義
的
諸
要
素
の
混
合
よ
り
成
正
し
て
ゐ
た
十
九
肘
紀
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
良
主
義
的
危
枕
制
改
革
に
は
一
定

の
限
界
が
あ
っ
た
と
と
は
明
か
で
あ
る
ロ

以
上
の
事
責
は
、
例
へ
ば
我
K

が
古
典
壊
滅
の
方
法
に
従
っ
て
、
図
案
の
理
念
や
租
税
分
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
離
れ
て
資
本

濁
逸
財
政
事
企
租
枕
韓
嫁
論

第
四
十
四
巻

策

競

五.

= 

五

(J ~hrb. f. Alfred Amonn， Zur Frage der sWllcrlic:.h.en Lastenwerteilun:g 
Nationalok. und 51. Bd. 123.) S. 180 fj 

33) 



濁
逸
財
政
事

ι租
税
特
嫁
諭

第
四
十
四
巻

ー/、

第

披

プて

主
義
枇
曾
に
於
け
る
現
賓
の
負
捻
分
配
を
あ
り
の
ま
、
観
察
す
れ
ば
、
極
め
て
筒
翠
に
了
解
出
来
る
事
柄
で
あ
る
。
砕
か
に
古
典
郎
7

抵
は
十
九
世
紀
の
狽
逸
の
墜
者
よ
り
も
資
本
主
義
世
舎
の
矛
盾
に
つ
い
て
少
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
併
し
そ
れ
だ
け
に
プ
ロ
イ
セ
ン

の
「
枇
合
的
使
命
」
を
待
問
V

止
し
て
ゐ
る
F
イ
ツ
の
間
半
者
よ
り
も
枇
合
の
矛
盾
の
脳
芽
に
つ
い
て
率
直
に
語
る
こ
と
が
出
来
た
。
従
っ
て

カ
イ
ヅ
孔
げ
の
松
に
古
典
型
仮
の
斡
放
論
か
ら
一
色
あ
吃
た
抽
象
別
古
川
の
州
問
先
」
を

L
か
感
じ
た
い
と
一
エ
ふ
の
は
間
注
ひ
で
あ
る

D

fJJi 
私i

カ
イ
ヅ
ル
の
拡
に
公
平
な
組
税
と
-
ぷ
ふ
同
定
し
た
戸
イ
ヴ
的
た
椀
人
品
川
乞
以
て
川
崎
嫁
論
史
b
t
巧
一
伏
す
る
の
む
あ
れ
ば
、

(t 
メ|五

五正
刷|ー
ォ~~~，l'"

』永よ
j
r
J
J
t
f
h
M
》
L
J
1
t
ーへ

J「
〉

P

一
)
目
、
上
人
1
J
J
町一九日》
c
h
~
J
Z
t

t
b
t
4
イ」ふ弘
t
U
/ト
J
翫
匹
『
ム
タ

U

2

1
〆L
L

J

L
「
ト
ト

b
r
J
ι
i
〆
よ
員
じ
物
ι
泊
〆
戸
一
J

;

y
唱
〉
ト

f
k
h
H
[
t
;
i
F
i
=
1
1
4

/ベ
l
j
y
川

1
4
4山
事
長
記
一

ha同
配
中
川
均
に
ぺ
右

z
f

た
か
も
知
れ
た
い
。
併
し
も
し
我
々
が
古
典
曲
字
紙
の
特
嫁
諭
の
歴
史
的
意
味
を
問
ふ
な
ら
ば
、
そ
の
中
か
ら
お
時
の
英
凶
の
租
税
政

策
を
支
配
し
つ
L
あ
っ
た
産
業
資
本
の
政
治
的
粧
済
的
運
動
を
生
々
と
感
チ
る
こ
と
が
出
来
る
は
や
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ド
グ
メ
ン
、
、
、

要
す
る
に
、
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
財
政
事
者
は
市
民
的
特
嫁
論
を
一
個
の
撃
訟
と
し
て
現
解
し
た
と
し
一
」
も
‘
同
夜
の
租
税
政
策

を
左
右
し
て
ゐ
る
税
貿
そ
の
も
の

L
八
山
理
と
し
て
理
制
附
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
ο

け
だ

L
首
時
の
一
思
表
に
と
っ
で
和
税
政
策
の

出

主
酷
で
あ
る
園
出
家
は
あ
ら
ゆ
る
事
訟
を
超
越
し
た
絶
劃
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
の
黙
に
笛
時
の
ド
イ
ツ
終
消
息
や
財

政
事
に
於
け
る
理
論
と
政
策
論
の
分
裂
の
原
川
が
静
ん
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
ラ
ウ
が
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
一
枇
人
前
日
科
撃
に
刻
し
て
ド

イ
ツ
閏
家
の
カ
メ
-
プ
リ
ズ
ム
を
椛
諺
一
す
る
錦
に
、

出に
、
財
政
壌
に
つ
い
て
も
、
経
済
理
論
と
し
て
の
輔
嫁
論
と
租
税
政
策
論
と
は
内
面
的
聯
闘
を
た
も
っ
て
ゐ
泣
い
と
云
へ
る
だ
ら
う

理
論
的
国
民
粧
済
寧
と
賓
践
的
国
民
紅
済
墜
と
を
分
た
ね
ば
友
ら
た
か
っ
た
椋

(
第
二
筒
参
照
)
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
財
政
撃
が
市
民
的
経
済
墜
従
っ
て
ま
た
一
時
嫁
論
に
剥
し
て
、
よ
く
岡
家
皐
と
し
て
の
停
統
的
左
開

系
を
維
持
し
た
と
云
ふ
の
は
、
そ
の
昔
時
向
奮
い
担
問
逸
凶
家
が
健
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
る
る
。
併
し
と
の
図
家
が
語
い
停
統
を
捨
て

去
っ
た
時
、
経
済
製
と
融
介
し
て
ゐ
な
い
ド
イ
ツ
財
政
撃
が
そ
の
鰐
系
の
空
虚
さ
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
首
然
で
あ
っ
た
。
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